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もう一度設置場所を確認して下さい！

　昨年 12 月に、区長会を通じて「住宅用火災警報器に関するアンケート」をお願いしたところ、
多数の皆さまからご回答いただきました。ご協力ありがとうございました。

　設置が義務付けられている「寝室・階段」よりも
「台所」に設置している世帯が多いと分かりました。

　死者の半数以上は、就寝中、火災に気付かず逃げ遅れ
たものです。
　必ず「寝室・階段」に設置してください。

アンケート

全国平均63.6％より大きく下回っています！

東山梨地区の普及率

を実施しました

アンケート結果

今年の６月１日から全ての住宅に設置が必要になります。


